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応急給水組立式タンク購入 仕様書 

 

１ 品 名 

  応急給水組立式タンク 

 

２ 用 途 

  災害時用の応急給水（飲料水の供給）に用いる。 

 

３ 規格等 

  （１）品名・規格等は、次のとおりとする。 

項目 内容 

品名 堀冨商工株式会社製 

災害時応急給水用組立式タンク「ホリフトウォーター」 

規格・寸法 本体（組立式で折り畳み収納が可能であること） 

寸法 （組立時） 

幅1,140㎜、奥行き1,140㎜、高さ1,100㎜ 程度 

（収納時） 

幅1,140㎜、奥行き1,140㎜、高さ 250 ㎜ 程度 

重量 収納時重量で概ね 50 ㎏以内 

材質 天板・底板部：ポリエチレン製 

支持部：スチール製（メッキ処理あり） 

 

内袋等 ・内袋（容量 1,000Ｌ） 

・外袋各１付きとする。 

・内袋は、「食品・添加物の規格基準」に適合する。 

・1,000Ｌの水圧に耐えうること。 

付属品 付属品名と個数は、次のとおりとする。 

・内袋・外袋 各１ ・ボールバルブ １ 

・ニップル １   ・本体収納用カバー １ 

・防犯用鍵 １   ・樹脂製ハンマー １ 

架台（本体 1基につき２枚） 

寸法 （１枚あたり） 

幅 1,100 ㎜、奥行 1,100 ㎜、高さ 120 ㎜ 程度 

（収納時） 

重量 １枚あたり 10 ㎏を上限とする 

材質 合成樹脂製 

オプション 変換（50Ａ→65Ａ）付きカプラー（町野式メス） 

１個 

・取替用内袋 本体付属とは別に本体１基につき２枚 

自在水栓２栓（ステンレス製） 

本体１基につき１個 

自在水栓用軸受架台（自在水栓用固定時具） 

本体１基につき１個 

※同等品を認めるので、令和８年７月１日までに申出書に同等品であるこ

とが判断できる資料を貼付し電子メールにて申請すること。ただし、同
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等品として認めるにあたり、次の要件を必ず満たしたものであること。 

①組立式で折り畳み収納が可能であること。 

②用途が飲料水であり、かつ、繰り返し使用するため、段ボール製等の

紙製品など繰返しの仕様に堪えないものは不可とする。 

③住民独力で組立が可能とするため、貯水タンク本体は概ね 50 ㎏以下

とする。 

④内袋について、「食品・添加物の規格基準」に適合することを証明す

る試験結果の写し等を納品時に貼付できるものであること。 

⑤紙の組立マニュアルが付属するものであり、かつ、ＱＲコードを活用

して組立動画を閲覧できるものであること。 

(２)納入物は、納入期日１年以内で製造されたもので、新品でなければならな

い。 

(３)納入事業者は、納入までに発生した如何なる事故に対してもその責任を負

うものとする。 

(４)納入後、１年以内で欠陥によるものと見なされる事故が発生した場合に

は、納入事業者は、無償修理を行わなければならない。ただし、製造事業

者が別に定めた保証期間が１年以上にわたる場合は、製造事業者の定めた

保証期間を適用するものとする。この場合は、納入時に受注者が発注者に

対して明示した書類を提出するものとする。また、保証期間経過後であっ

ても、受注者は設計、製作及び材質の不良に起因するものと認められる場

合は、無償交換又は修理を行うものとする。この場合において、交換等を

要したものの保証期間は、交換時からさらに１年間保証期間を延長するも

のとする。 

(５)検査及び検収は、寸法その他組立状況を検査する。検査及び検収において

納品物以外の検査に要する資機材、器具及び人員等は、納入事業者におい

て準備するものとする。 

(６)納入に係る手続き、費用等は納入事業者の負担とする。 

(７)契約にあっては、本仕様書を十分検討し熟知した上で契約するものとし、

契約後に生じた疑義は全て女川町の解釈に従うものとする。 

(８)受注者は、契約締結後にこの仕様書に基づき、発注者と製作上の細部につ

いて十分打合せを行い、その議事録を２通作成し、発注者受注者各１通を

保有する。次の図書をＡ４版に編冊し、発注者に提出して承認を受けるこ

と。制作に先立ち工程表を２部提出すること。１部は承認後返却するの

で、納品時まで保管すること。また、担当者あてにデータも提供するこ

と。 

 

４ 数量 

  本体・架台 25 組、オプション一式 

 

５ 納入場所 

  発注者指定場所（予定：牡鹿郡女川町女川浜字大原 376-2 地内） 

 

 

６ 納入期限 

  令和９年３月 10 日 
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７ その他 

・納品後、職員への給水タンクの取扱説明会を実施すること。 

・即時使用可能な状態で納品すること。 

・本仕様書に定めるもののほか疑義が生じた場合は、協議のうえ決定するもの

とする。 

・入札価格には、消費税及び地方消費税を除くこと。 

・契約額は、落札金額に消費税及び地方消費税を加算したものとする。 

 


